
近年、市内でも台風や局所的な大雨による

浸水被害の発生頻度が上昇しており、阿武

隈川の付近など河川沿いを中心に、広範囲

で浸水・冠水被害が発生しています。

浸水発生の原因としては「河川や下水道の

流下能力が不足しているもの」「河川から

氾濫したもの」など、箇所によりさまざま

です。

福島市総合治水計画（概要版）
第１章 計画策定にあたって

• 近年の気候変動に伴う降雨量増加や短時間豪雨が頻発

• 宅地化の進展により、雨水が地中へ浸透する量が減少

• 一時的に貯留させることのできる農地等の減少

『総合治水』
河川や下水道により雨水を“流す”

“貯めて遅らせる”“災害に備える

・回避する”対策を進める考え方

『流域治水』
集水域から氾濫域までの雨水の

「流域」を一体として捉え、あら

ゆる関係者が共創して対策を進め

ていく考え方

都市型水害

３つの観点から対策を推進

• 「流す」

• 「遅らせる」

• 「準備・回避する」

「福島市総合治水計画」では、行政・市民・事業者の役

割を明確にし、総合的かつ計画的に浸水被害を予防・軽

減するための基本的な方針を定めることで、実効的な浸

水対策の推進を図り、市民にとって安全安心で住みよい

まちづくりに寄与することを目的とします。

被害が生じる地域だけでな

く、上流側の災害リスクが

低い地域に住む全ての人が

自分事として捉え行動する

ことが必要

第３章 福島市における降雨と浸水被害状況

３‐１ 全国的な降雨の傾向

３‐２ 福島市における降雨の状況

第２章 福島市を取り巻く状況

本市は、山側から阿武隈川に向けて水が流れる地形とな

っており、摺上川、松川、荒川などの河川が扇状地をつく

りながら阿武隈川に合流します。

人口が集中する市内中心部は、阿武隈川周辺の低平地に

広がっており、起伏が少なく比較的なだらかであるため、

雨水がたまりやすい地形となっています。

河 川

気候変動に伴う局所的な大雨の増加は全国的に増加傾向にあり、本市においても福島気象

観測所の1937年以降のデータから、各年最大降水量（１時間及び10分間）に増加傾向が見

られます。

毎年約0.14mmの増加

各年最大降水量（1時間）：福島気象台

３‐３ 浸水被害の状況

３‐４ 代表的な降雨における浸水被害の状況

Ｒ元東日本台風による外水被害（郷野目地区）

R5.9に発生したゲリラ豪雨による内水被害

各年最大降水量（10分間）：福島気象台

毎年約0.05mmの増加

近年の気候変動に伴う降雨量の増加や局所的かつ短時間の豪雨により、全国各地で水災害が激甚化

・頻発化しており、本市においても、平成29年７月に過去最大の1時間降水量（71.0mm/h）の豪雨に

よる浸水被害が発生するなど、ゲリラ豪雨による被害が発生しています。

気候変動に伴う降雨量や大雨の発生頻度の増加は、今後、更に懸念されることに加え、様々な要因

により発生する都市型水害のリスク増加についても対応が求められています。

このような現状に対し今後の浸水対策では、従来の総合治水対策に流域治水という新しい考え方を

取り入れ、様々な対策を組み合わせることが必要となります。

背景を踏まえ、課題に早急に対策を進めていくためには、河川や下水道による行政による浸水対策

の推進だけでなく、市民・事業者も一緒に考え、共創して対策を行うことが重要です。

１‐１ 計画策定の背景

１‐２ 計画策定の目的

阿武隈川

荒川

松川

摺上川

福島駅

信夫山

第４章 これまでの浸水対策

４‐１ 国による対策

【阿武隈川緊急治水対策プロジェクト】
令和元年東日本台風に伴う洪水による浸水被害に

対し、ハード対策とソフト対策を相互に連携させ

た対策を推進

【阿武隈川水系流域治水プロジェクト2.0】
気候変動の状況を鑑みて、上流・下流、本川・支川の

流域全体のあらゆる関係者が協働し、各水系で重点的

に実施する治水対策の全体像を取りまとめ、取り組み

を推進

これまでの浸水被害に対し、国・県・市において様々なハード・ソフト対策を実施しています。

腰浜町 松浪町

河道掘削(阿武隈川)
河道掘削(阿武隈川)



第５章 総合治水の基本方針４‐２ 福島県による対策

４‐3 福島市の対策

５‐１ 総合治水の目標

５‐２ 総合治水の基本方針

今後の雨水対策では １時間あたり50ｍｍ/ｈ の降雨に対応することを目標に、

これまでの浸水対策に加え、より進んだ「流域全体での治水対策」を推進することで、

水害による浸水被害の軽減を目指します

【目標１：水害による浸水被害の軽減】

50ｍｍ/ｈまでの降雨に対しては、これまでの浸水対策に加え雨水の流出を遅らせる対策を積極

的に導入していくことで、「浸水被害を発生させないこと」、「万が一、浸水が発生しても財産

等の被害を軽減すること」を目指します

【目標２：発災時における生命の安全確保】

大規模な豪雨災害が発生したときに、水防・避難体制の強化等ソフト対策を中心とした対策に

より、誰もが命を守る意識を持つことや必要不可欠な都市機能を確保することを目指します

福島市総合治水計画（概要版）

本市では、令和元年東日本台風による被害を受け、水害に強いまちづくりを目指すことを目的とした

「水害対策パッケージ」を策定し、方針に基づき水害対策に関する事業を推進しています。

目標を達成するためには、行政だけでなく、市民・事業者も一緒に考え共創して対策を行うこと
が重要です。本計画では、行政・市民・事業者、それぞれの役割を明確にし目標を共有しながら
総合的かつ計画的に浸水対策を推進します。

《基本方針》

行政・市民・事業者が共創し、

それぞれの役割で行う浸水対策

近年の気候変動に伴う降雨量の増加を、国の予測（①）や本市の実績降雨（②）の２つの観点から

分析すると、本市では2050年頃には1時間あたり約５０㎜の降雨まで対応する必要があります。

国交省が示す「気候変動を踏まえた治水計

画のあり方」提言では、気候変動により、

2041～2050年頃には気温が２℃程度は上昇

し、降雨量は現在の１.１倍になると予測

されています

① 気候変動を踏まえた国の予測

福島気象観測所のデータから、１時間当たりの降雨

量の増加傾向を2050年まで試算すると、１時間当た

りの最大降雨量は現在の約１.１倍（約１割増）にな

ると見込まれます

② 福島市の実績降雨

【災害復旧】
令和元年東日本台風で決壊した濁川の堤防や、

崩落した大森川の堤防を復旧

【危機管理型水位計・簡易型河川監視カメラ】
人家や重要施設の浸水の危険性が高く、住民の的確な

避難判断が必要な箇所に設置し、国土交通省「川の防

災情報」や福島県「河川流域総合情報システム」で情

報提供

【河川改修、護岸整備】
流下能力を向上させ早期の浸水被害の解消・軽減を

図るため、堤防嵩上げ等を実施

【減災・水防対策の推進】
市民全体への正確かつ迅速な情報伝達等として、簡易型河川監視カメラの設置やハザードマップの公表、野外ス

ピーカー等防災情報の周知を実施

また、水防意識の向上として出前講座や市民・関係機関が連携した防災訓練等を実施

【治水対策の推進】
河川や下水道（雨水渠等）の整備として、土砂浚渫や阿武隈川へ排水する樋管改修等を実施

【流域対策の推進】
公園用地や公共用地に雨水貯留施設を整備し、

浸水被害を軽減する対策を実施

また、開発行為により開発区域及びその周辺の

河川等の流下能力に支障がある場合は、雨水貯留

施設を設置するよう指導

内水ハザードマップ

約1.1倍

【土地利用対策の推進】
森林や農地の保全・活用として、市有林の一部を「あらかわの森」と名付け森林整備を実施することや、下流の

排水路や河川の急激な水位上昇を抑制し、浸水被害の軽減を図るための「田んぼダム」事業を実施

【田んぼダムの推進】
田んぼダムを実施した場合に、洪水被害がどの程度

軽減されるかの検証を実施するとともに、県内自治体
が導入しやすくするマニュアルを作成

堤防決壊時（濁川） 河川改修(濁川)

簡易型河川監視カメラ(祓川)

出前講座

土砂浚渫(耳取川) 樋管改修(中川原樋管)

雨水貯留施設(祓川)



部分的な狭小部で水が流れにくい箇所などの地点に

ついて護岸整備等を行い、河川の流下能力を確保する

■河川･水路等の整備 など

第６章 総合治水対策

６‐１ 総合治水対策の基本事項

行政・市民・事業者それぞれの役割で実施する総合治水対策を「流す」「遅らせる」「準備

・回避する」の３つの観点で整理します。早期の対策実施に向けては、行政による「流す」

対策と合わせて、市民・事業者と共創した「遅らせる」対策の強化を図ります。

(1)計画期間

計画期間は、上位計画や関連計画の期間を考慮し20年間とします。

概ね５年を目安に必要に応じ、随時計画の見直しを図ります。

(２)対策と分担

将来的な50ｍｍ/ｈの降雨への対応に向けて、

河川・下水道・道路側溝等による「流す」対策

に、「遅らせる」対策や「準備・回避する」対

策を組み合わせ、市民・事業者との共創による

総合的な浸水対策を進めます。

(３)優先的に調査・検討を推進するエリアの位置づけ

市内全域に対し、河川や下水道等の整備で全てをカバーすることは困難であることから、

「流す」「遅らせる」対策について、浸水に対する各地区の実情や流域等を考慮し「優先的

に調査・検討を推進するエリア」を位置づけて、事業を進めていきます。

『優先的に調査・検討を推進するエリア』

現在対策を進めている箇所を含め、現時点で浸水被害が確認されている、又は、

シミュレーションで浸水の恐れがある箇所等を、上流から下流を含めた一体の

流域を考慮した上で範囲や箇所を選定します（※）

※エリアの選定は、対策の進捗や新たな浸水被害の発生等の要因により、
必要に応じて見直します

６‐２ 「流す」対策

６‐３ 「遅らせる」対策

６‐４ 「準備・回避する」対策

６‐５ 脱炭素と連携した対策

「福島市脱炭素社会実現実行計画」は、地球温暖化の原因である温室効果ガス排出量の実質ゼロ

を目指すものです。今後の浸水対策をより効果的なものにするためにも、整合・連携を図りつつ事

業を進めます。

雨水渠等を計画的に整備し、主に市街地における雨水を適切

に排除する

また、管渠施設等の定期的な点検・調査・清掃等を行い、ポ
ンプ施設については、豪雨発生時に正常なポンプ運転が可能
となるよう耐水化の整備等も実施する

■下水道施設の整備 など

■流出抑制施設の設置促進

■開発行為等における流出抑制施設設置の強化

河川や下水道等の排水路に流れ込む前に、既存の公共

施設や民間施設、住宅地など流域全体で流出抑制施設の

設置を促進する

■その他排水施設の整備 など

瀬上公園地下貯留施設

福島市総合治水計画（概要版）

農業用水路、道路側溝などを計画的に整備し、特に内水被害に対しての安全度を向上させる

対策期間と分担のイメージ

■浸水被害に対する予防

災害発生時には、周辺の河川水位や気象情報等の情

報収集を行い、避難の必要性を判断することが大切

行政は災害から迅速に対応できるよう最新の情報を

発信する

パンフレットによる周知や出前講座等により、雨水を貯め

る、出さないことが重要であることを積極的にPRする

（公共）

既存の排水路（雨水渠等）で不足する流量等は、

「流す」対策と合わせ、既存の公共施設等を活用した

流出抑制施設の設置を検討する

（市民・事業者）

市民や事業者が取り組める対策として、雨水貯留タ

ンクや浸透ます等の流出抑制施設の設置や、建物浸水

を守る止水板等の水防資器材の設置を促進する

敷地面積1,000㎡以上の開発行為等について、原則10年確率

以上の降雨規模に対応する流出抑制施設の設置を指導してい

るが、本計画に基づき設置基準を１.１倍（50ｍｍ/ｈ）にし、

今まで以上に流出抑制対策を求める

■田んぼダムの促進

■雨水を貯める、出さないことの重要性をPR

■水防意識の啓発

災害発生時にどのように身を守れば良いか、市民や事業

者に対して、出前講座や防災訓練を実施する等、水防に対

する意識啓発を行う

■市民・関係機関が連携した防災訓練の実施

水害や地震等、災害ごとにシ

ナリオ別の訓練を市民や関係機

関が連携し実施する

福島市総合防災訓練
止水板

マイ・タイムライン

止水板

護岸整備（渋川）

郷野目雨水ポンプ場

大雨発生時に一時的に田んぼに水を貯め、雨水の流出を抑

制する田んぼダムの設置を、市民の協力を得ながら促進する

貯留タンク 浸透ます

計画期間：令和７年度（2025年）～令和26年（2044年）

令和７年 令和16年 令和26年


